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重要事項説明書 
この重要事項説明書は、利用契約書や当該事業所の運営規程の概要、従事者等の勤務体制等、お客様の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。 

なお、特に記載のある項目を除き全単位共通の内容となります。 
 

１．当社の概要                                         

 

（１）事業者（本社） 

法人名 株式会社リカバリータイムズ  

所在地 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡 5-17-32 1 階 

代表者名 代表取締役 石田 輝樹 

代表電話番号等 TEL 045-718-5702  FAX 045-642-4007 

業務の概要 
介護保険法に基づく居宅サービス事業 

介護保険法に基づく第１号事業 
 

（２）事業所 

事業所名 リカバリーホームズ獅子ヶ谷 

介護保険事業所番号 1490100557 

事業の種類 
地域密着型通所介護 

第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス） 

所在地 〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 2-37-23 

電話番号等 TEL 045-717-9515  FAX 045-717-9516 

管理者氏名 山田 茉以子 

サービス利用定員 １８名 

通常のサービス実施地域 

（送迎対応地域） 

横浜市鶴見区 
駒岡 梶山 上末吉 下末吉 獅子ヶ谷 北寺尾 

馬場 上の宮 諏訪坂 佃野町 

横浜市港北区 

樽町 大曽根 大曽根台 師岡町 綱島東 綱島西 

綱島台 箕輪町 日吉３～７丁目 日吉本町３・４丁目 

大豆戸町 大倉山 1-5 丁目 菊名 5-7 丁目 

※地域密着型通所介護・第１号通所事業とも、利用は横浜市被保険者に限ります。（住所地特例適用者を除く） 

※通常のサービス実施地域以外からご利用を希望される場合、送迎対応は基本的にできません。 

ただし、事業所状況により対応できる場合もありますので、詳細はご相談ください。 

 

２．営業日及び営業時間                                     

 

営業日 

月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、祝日 

１２月３０日～翌１月３日を除く 

天災等による臨時休業あり 

営業時間 ８：００～１７：００ 

サービス提供時間 

９：００～１６：００ 

 

内、中心となる時間帯 

７時間サービス     ９：００～１６：００ 

３時間サービス 午前  ９：００～１２：００ 

午後 １３：００～１６：００ 
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３．職員体制                                          

 

管理者 
従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、事業

所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 

常勤 １名 

生活相談員 
事業所に対するサービスの利用申込に係る調整を行い、他の従業者と協力し通所介

護計画等の作成等を行う。また、利用者の生活の質の向上や課題解決を図るため、

高齢者福祉の立場から個別事情に即した適切な相談、援助を行う。管理者不在の際

は代理する。 

常勤 １名以上 

非常勤 適宜配置 

看護職員 
健康管理、健康指導を行うほか、通所介護計画等に基づいた看護業務や日常生活を

営むのに必要な機能や動作の維持・改善を促すための訓練、指導、助言を行う。ま

た、他の従業者と協力し口腔機能向上計画を作成し、口腔ケア及び口腔機能向上の

ための指導を行う。 

 常勤 適宜配置 

非常勤 １名以上 
※訪問看護ステーション提携配置を含む 

管理栄養士 
他の従業者と協力し栄養改善計画を作成し、栄養状態の維持・改善を促すための指

導、助言を行う。 
非常勤 １名以上 

機能訓練指導員 
他の従業者と協力し機能訓練計画を作成し、日常生活を営むのに必要な機能や動作

の維持・改善を促すための訓練、指導、助言を行う。 

常勤 １名以上 

非常勤 １名以上 

介護職員 
利用者個々の状況に合わせた配慮と適正な声掛け、体調の観察、安全な運営のため

の環境設定とフロア全体への気配り、その他必要な介護サービスの提供に当たる。 

 常勤 １名以上 

非常勤 １名以上 

 

従業者の資質向上を図るため、以下の通り研修機会を設けるとともに業務体制を整備する。 

採用時研修  採用後３ヶ月以内 

継続研修   年２回以上 
 

４．事業目的及び地域密着型通所介護（第１号通所事業）の内容                   

 

（１）事業の目的 

地域密着型通所介護 

（要介護の方） 

利用者が要介護状態等になった場合において、施設において、生活等に

関する相談助言、健康状態の確認その他利用者に必要な機能訓練ならび

生活活動動作の介助を行うサービスを提供します 

第１号通所事業 

（要支援の方） 

日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態の維持や改善の可能性の高い

軽度の要介護状態の利用者に対し、生活機能の改善や生活不活発病の予

防を目的としたサービスを行います 

 

（２）地域密着型通所介護（第１号通所事業）の内容 

サービス計画の作成 通所介護の具体的な目標やサービス内容を計画します 

サービス提供内容 

計画に沿って介護サービス、機能訓練、生活・健康相談、送迎等のサー

ビスを提供し、実施状況を記録します。また、希望者には併せて口腔機

能向上サービス、栄養改善サービスを提供します。 

利用者又は家族等への 

報告・指導 

サービス計画の目標及び内容、サービス実施状況について評価報告書を

作成し、説明します 
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５．サービス利用にあたっての留意事項                              
 

（１）体調不良時のサービス内容変更及び中止 

利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、速やかに事業所にご連絡ください。風邪又は病

気等、特に感染症が疑われる場合は、その症状の改善までサービスの提供を中止することがあり

ます。また、利用日当日の健康チェックの結果、体調不良と認められる場合は当日のサービス内

容を変更又は中止することがあります。 
 

（２）施設・設備の利用方法 

事業所の設備及び備品を利用する際には、安全のため従業者の指示に従ってください。用途外使

用、及び故意又は重大な過失により減失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用に

より現状に復するか、又は相当の代価を請求します。ただし、利用者の心身の状況等により特段

の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族、代理人（以下、「家族等」という）と事業者との

協議により、施設、設備の利用方法等を決定します。 
 

（３）サービスの利用中の禁止事項 

① 飲酒、喫煙 

② 販売勧誘活動、宗教活動、政治活動 

③ 暴力、人格を否定する意図的な暴言、不必要な身体接触や性的言動などのハラスメント行為 

④ 非倫理的・反社会的とみなされる行為 

⑤ その他、他のサービス利用者や従業者に重大な不利益を与え得る行動 
 

（４）留意事項に従わない場合の対応 

再三にわたる注意にも関わらず上記留意事項に従わない行為が継続した場合、及び、その行為に

より信頼関係が著しく害されサービス提供の継続に重大な支障が及んだ場合は、安全なサービス

提供が難しいと判断し、以後のサービス利用をお断りすることがあります。 
 

６．個人情報の管理及び保持                                   
 

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又は家族等に関する個人情報及び秘密について、法令に

定める場合など「個人情報使用同意書」に規定された使用目的を除いて第三者に開示・提供することは

ありません。また事業者は、従業者が退職後においても正当な理由なく在職中に知り得た利用者又は家

族等の秘密及び個人情報を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。 
 

７．緊急時、事故発生時の対応方法、損害賠償                                
 

サービス利用中に利用者の負傷、病状急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したとき

は、連携する訪問看護ステーションより看護師が駆け付け対応、もしくは従業員に対して応急処置の指

示を行います。その後の対応方法については家族等、主治医、介護支援専門員等の関係機関へ連絡し協

議しますが、急を要する場合は救急隊を要請します。また、速やかに適切な対応を行った後、重大事故

に関しては市町村への報告を致します。なお、事故等の原因が事業者の責めに帰すべき事由の際は、そ

の損害を加入している保険の補償内容において賠償します。 
 

８．非常災害時の対応方法                                    
 

サービス利用中に地震、火災、風水害等の非常災害が発生した場合は、別途定める「災害時対応マニ

ュアル」及び関連する防災計画等に基づき、利用者及び従業者の安全を第一に行動します。また、発災

時間や規模、被害状況により、当日及び復旧までサービス提供を中止することがあります。 

リカバリーホームズ獅子ヶ谷 

指定避難場所 

【いっとき避難場所】 師岡沼上耕地第二公園・トレッサ横浜 

【震災時等避難場所】 師岡小学校 ＜水害時＞ 獅子ヶ谷小学校 

【 広域避難場所 】 三ッ池公園 
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９．サービスの利用開始                                     
 

① まずはお電話等でご相談ください。ご見学や体験利用も承ります。 

介護支援専門員に居宅サービス計画等の作成を依頼している場合は事前にご相談ください。 

② ご自宅にご訪問の上、サービス利用に関わる重要事項、利用料金等をご説明させて頂きます。 

③ 内容にご同意頂けましたら、サービス利用契約を締結致します。 

④ 利用者の心身の状況等を踏まえてサービス計画を作成した後、サービスをご提供致します。 
 

１０．サービスの利用終了                                    
 

（１）利用者の都合によるサービス終了 

サービス終了を希望する日までにご連絡ください。 
 

（２）当社の都合によるサービス終了 

やむを得ない理由により、サービスの提供を終了させて頂くことがございます。 

この場合は、終了の日の３０日前までに文書でご連絡致します。 
 

（３）自動終了 

以下の場合、双方の通知がなくとも自動的に契約を終了します。 

① 介護保険の適用が認められなくなった場合 

② ３ヶ月利用がなく、かつ利用再開見込みも立たないまま契約有効期間末日を迎えた場合 

③ 利用者が死亡した場合 
 

（４）利用者による契約解除 

利用者は、以下の場合、事業者に文書で通知することにより即座に契約を解除できます。 

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者及び従業者が利用者及び家族等に対し、本説明書５．（３）③～⑤に記載する行為

等、社会通念を逸脱する行為及び契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合 

④ 事業者が破産した場合 
 

（５）事業者による契約解除 

事業者は、以下の場合、利用者に文書で通知することにより即座に契約を解除できます。 

① 利用者が正当な理由なく利用料金の支払いを３か月以上滞納し、期限を定めた催告にもか

かわらず、その期限までに未納料金の支払いがない場合 

② 利用者及び家族等が事業者及び従業者に対し、本説明書５．（３）に記載する行為等、社

会通念を逸脱する行為及び契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合 
 

（６）その他 

以下の場合、事業者の判断によりサービスを休止もしくは契約を終了する場合があります。 

① 利用者が医療機関に入院、もしくは介護保険の併用ができない施設に入所した場合 

② ３か月以上連続してサービスの利用がなく、かつ利用再開の見込みが立たない場合 

③ 地震・火災・風水害等の天災、その他事業者の責に帰すことのできない事由により安全

なサービスの提供継続が困難となった場合 

 

１１．サービス利用のキャンセル                                 
 

予定日にご利用ができなくなった場合は、速やかに事業所までご連絡ください。 

お客様のご都合でサービスをキャンセルされる場合は、ご連絡時期により別途「利用料金表」に定める

キャンセル料を申し受けます。なお、キャンセル料は利用料金と合わせてご請求致します。 
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１２．利用料金                                         
 

介護保険から給付を受ける場合の利用料金は下記費用の合計額となります。 

それぞれの費用の額については、別紙「利用料金表」をご覧ください。 

① 介護報酬に係る利用者負担分 

② 利用者負担分以外の費用 

③ 日常生活動作リハビリに係る費用 

④ 送迎に要する費用  ※「通常の送迎実施地域」以外にお住まいの方のみ 

⑤ 通常の時間を超えて利用した場合の費用 

⑥ キャンセル料 
 

注１）一般的には、サービス費用の９割もしくは８割もしくは７割が市町村から事業者に直接支払われます。（お

やつ代等、実費負担費用は除きます。）このため、お客様には残りの費用をお支払い頂くことになります。

（「法定代理受領」） 

注２）お客様の状況等により法定代理受領が認められない場合は「介護報酬額」の全額を事業者にお支払い頂きま

す。その後、事業者からサービス提供証明書を発行致しますので、市町村窓口に保険給付分をご請求くださ

い。（「償還払い」） 

注３）介護保険適用外及び介護保険給付限度額を超えたサービス利用に関わる費用は全額自己負担となります。 
 

１３．利用料金の支払方法                                    
  

 利用料金は、次のいずれかの方法でお支払い頂きますようお願い申し上げます。 

 

１４．苦情の受付                                        
 

（１）事業者内のご相談窓口 

 ※FAX は 24 時間受付、営業時間外の電話は留守番電話により受付しそれぞれ後日折り返しご連絡致します。 

 

（２）事業者外のご相談窓口 

 

１５．第三者評価の実施状況                                   
 

実施しておりません。 

 

 

口座自動引落し 
サービスをご利用された月の翌月２７日に、業務委託先を通じて利用者の

指定する金融機関口座より自動でお引落し致します。 

金融機関振込 
サービスをご利用された月の翌月末までに弊社の指定する金融機関口座ま

でお支払いください。なお、振込手数料はお客様のご負担となります。 

現金払い サービスをご利用された月の翌月末までにお支払いください。 

リカバリーホームズ獅子ヶ谷 

お客様相談窓口 

【TEL】 045-717-9515 【FAX】 045-717-9516 

【管理者・苦情解決責任者】山田 茉以子 

鶴見区 高齢・障害支援課 

港北区 高齢・障害支援課 

横浜市 介護事業指導課 

横浜市 福祉調整委員会事務局 

TEL 045-510-1770 

TEL 045-540-2325 

TEL 045-671-2356 

TEL 045-671-4045 

神奈川県国民健康保険団体連合会（国保連） TEL 045-329-3447 
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                 利用料金表        2024年６月1日～ 

リカバリーホームズ獅子ヶ谷の利用料金は、下記の１から６までの費用の合算額とします。 
 

記 

１．介護報酬に係る利用者負担分                                
 

  要介護認定／加算内容 介護報酬単

 

介護報酬額 利用者負担額（円） 
    （単位） （円） １割負担 2 割負担 ３割負担 

地
域
密
着
型
通
所
介
護 

３
～
４
時
間 

◆基本料金 ／サービス計画に定めるサービス提供時間「３時間以上４時間未満」の場合 

要介護１ ４１６/回 ４４５９/回 ４４６/回 ８９２/回 １３３８/回 

要介護２ ４７８/回 ５１２４/回 ５１３/回 １０２５/回 １５３８/回 

要介護３ ５４０/回 ５７８８/回 ５７９/回 １１５８/回 １７３７/回 

要介護４ ６００/回 ６４３２/回 ６４４/回 １２８７/回 １９３０/回 

要介護５ ６６３/回 ７１０７/回 ７１１/回 １４２２/回 ２１３３/回 

７
～
８
時
間 

◆基本料金 ／サービス計画に定めるサービス提供時間「７時間以上８時間未満」の場合 

要介護１ ７５３/回 ８０７２/回 ８０８/回 １６１５/回 ２４２２/回 

要介護２ ８９０/回 ９５４０/回 ９５４/回 １９０８/回 ２８６２/回 

要介護３ １０３２/回 １１０６３/回 １１０７/回 ２２１３/回 ３３１９/回 

要介護４ １１７２/回 １２５６３/回 １２５７/回 ２５１３/回 ３７６９/回 

要介護５ １３１２/回 １４０６４/回 １４０７/回 ２８１３/回 ４２２０/回 

加
算 

◆対象のサービスを実施した際の加算料金 

入浴介助加算Ⅰ ４０/回 ４２８/回 ４３/回 ８６/回 １２９/回 

入浴介助加算Ⅱ ５５/回 ５８９/回 ５９/回 １１８/回 １７７/回 

個別機能訓練加算Ⅰイ ５６/回 ６００/回 ６０/回 １２０/回 １８０/回 

個別機能訓練加算Ⅰロ ７６/回 ８１４/回 ８２/回 １６３/回 ２４５/回 

個別機能訓練加算Ⅱ ２０/月 ２１４/月 ２２/月 ４３/月 ６５/月 

栄養改善加算 月２回まで ２００/回 ２１４４/回 ２１５/回 ４２９/回 ６４４/回 

口腔機能向上加算Ⅱ 月２回まで １６０/回 １７１５/回 １７２/回 ３４３/回 ５１５/回 

ADL 維持等加算Ⅱ ６０/月 ６４３/月 ６５/月 １２９/月 １９３/月 

生活機能向上連携加算Ⅱ １００/月 １０７２/月 １０８/月 ２１５/月 ３２２/月 

サービス提供体制加算Ⅰ ２２/回 ２３５/回 ２４/回 ４７/回 ７１/回 

第
１
号
通
所
サ
ー
ビ
ス 

(

横
浜
市
通
所
介
護
相
当
サ
ー
ビ
ス) 

◆基本料金 

要支援１ １７９８/月 １９２７４/月 １９２８/月 ３８５５/月 ５７８３/月 

要支援２（週１回程度） １７９８/月 １９２７４/月 １９２８/月 ３８５５/月 ５７８３/月 

要支援２（週２回程度） ３６２１/月 ３８８１７/月 ３８８２/月 ７７６４/月 １１６４６/月 

◆対象のサービスを実施した際の加算料金 

  栄養改善加算 ２００/月 ２１４４/月 ２１５/月 ４２９/月 ６４４/月 

  口腔機能向上加算Ⅱ １６０/月 １７１５/月 １７２/月 ３４３/月 ５１５/月 

一体的サービス提供加算 ４８０/月 ５１４５/月 ５１５/月 １０２９/月 １５４４/月 

生活機能向上グループ活動加算 １００/月 １０７２/月 １０８/月 ２１５/月 ３２２/月 

生活機能向上連携加算Ⅱ ２００/月 ２１４４/月 ２１５/月 ４２９/月 ６４４/月 

サービス提供体制加算Ⅰ ８８/月 ９４３/月 ９５/月 １８９/月 ２８３/月 
 要支援１／要支援２・週１回 

サービス提供体制加算Ⅰ １７６/月 １８８６/月 １８９/月 ３７８/月 ５６６/月 
 要支援２・週 2 回 

共通 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ２０/６月に１回 ２１４/６月に１回 ２２/６月に１回 ４３/６月に１回 ６５/６月に１回 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 
５/６月に１回 ５３/６月に１回 ６/６月に１回 １１/６月に１回 １６/６月に１回  ※栄養アセスメント加算・栄養改善加算もしくは 

  口腔機能向上加算のいずれか１つを算定している場合 

栄養アセスメント加算 ５０/月 ５３６/月 ５４/月 １０８/月 １６１/月 

科学的介護推進体制加算 ４０/月 ４２８/月 ４３/月 ８６/月 １２９/月 

送迎減算（片道につき） ▲４7/回 ▲５０３/回 ▲５１/回 ▲１０１/回 ▲１５１/回 

介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 Ⅰ 総単位数の ９２／１０００/月 （小数点以下四捨五入） 
 

 

 

 

注１）第1号通所サービスは実際のご利用回数に関わらず、計画された利用回数を元に算定します。 

注２）介護報酬額は１単位＝10.72円（２級地）で計算します。（小数点以下切り捨て） 

注３）月間総単位数により計算するため、実際のご請求額は上記額の合計と差が生じる場合があります。 

注４）「利用者負担額」は、法定代理受領サービスでのご利用の場合の料金です（１割・２割・３割負担） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己負担 

計算方法 

月間総単位数 地域別単価（10.72 円） × ＝ 介護報酬額（少数点以下切り捨て） ① 

介護報酬額 

１割負担の方…介護報酬額 × 0.9（少数点以下切り捨て） 

２割負担の方…介護報酬額 × 0.8（少数点以下切り捨て） 

３割負担の方…介護報酬額 × 0.7（少数点以下切り捨て） 

― ＝ 利用者負担額 ② 
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２．上記「介護報酬に係る利用者負担分」以外の費用                       

内容 料金（非課税） 備考 

昼食代 通常食 ５３０円 

昼食提供にかかる費用 

一口大・きざみ対応可 おかずのみの場合▲２０円 
 

希望により下記もご提供できます 
ムース食 ６８０円 カロリー調整食 ７７０円 低たんぱく食 ８６０円 

おやつ代 ３００円  
休憩時間に提供する間食・喫茶代、 

補助栄養ゼリー・ドリンク代。 

おむつ代 
パット  ５０円  

おむつ １００円  

事業所で準備しているおむつ・パット等を 

使用した場合。 

その他日常生活費 実費  
利用者の希望により嗜好品類等を代理購入 

もしくは提供した場合。 

３．日常生活動作リハビリに係る費用                              
 

日常生活動作リハビリにおいて訓練の必要性を認めた上で、利用者の希望により店舗等にて買い物に関わる

諸動作の訓練を行う場合の実際の買い物代金（立替え支払分）及び手先の巧緻動作に関わる訓練のための手

工芸を行う場合の材料費などの必要経費について、実費をご請求させて頂きます。 

４．通常のサービス提供地域外の送迎に要する費用                        
 

運営規程に定める「通常のサービス提供地域」外にお住まいの方につきましては、通常の送迎の実施地域

を超えた地点から実走距離で片道１kmあたり５０円（税込）の送迎費用をご請求させていただきます。

（１ｋｍ未満切上にて計算） 

５．サービス計画に定めるサービス提供時間を超えた場合の費用                  
 

サービス提供時間の延長は基本的にご対応できません。緊急回避的な対応の際は介護保険給付の対象外と

なり、費用は要した時間により保険外利用料金（￥7000/3時間・税別）を基準に算出致します。 

６．キャンセル料                                       
 

ケアマネージャーが作成・交付する居宅サービス提供表に予定されたサービスの利用を利用者の都合に

より中止した場合、連絡時期によりキャンセル料を頂きます。 

 

■月額料金の目安  （ 週    回利用時       年     月 利用予定回数     回 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月の上限設定額 

（○をつけて下さい） 
設定なし 

（自己判断） 
3000円 5000円 家族確認 

その他（ご記入下さい） 

１回あたりの交通費 
 

（エリア外にお住まいの方のみ） 
なし あり 

片道      km（１ｋｍ未満切上） × ５０円 × 往復分 

 ＝ ご利用１回あたりの送迎費用       円 

ご連絡時期 キャンセル料（非課税） 

サービス利用前営業日の１7：００まで 
（月曜日利用の方は金曜日までとなります） 

無料 

上記を過ぎてからのご連絡／ご連絡なし 
７時間サービス ８３０円/９８０円/１０７０円/１１６０円 

３時間サービス ３００円 

（発注済みの昼食・おやつ代相当分として） 

保険内料金 
（ １回単位 ） 約                 円 

（ １月単位 ） 約                 円 

×      回 

 
 

保険外料金 昼食おやつ代       円 ＋ 送迎費用       円 ×      回 

合 計 １ヶ月あたり 約               円 （ ＋ 実費負担分 ） 

私は「リカバリーホームズ獅子ヶ谷」の利用に関わる重要事項及び利用料金表と月額費用の目安について 

説明を受け、同意し、交付を受けました。 

 

□私は利用に関わる重要事項説明書の説明を受け、同意し、交付を受けました。 

□私は利用に関わる利用料金表と月額費用の目安について説明を受け、同意し、交付を受けました。 

 

    年   月    日      利用者名 ：                   

 

説明者：                 利用者家族：          （続柄）      

（代理人） 



８ 
 

利用契約書 
 

             様（以下「利用者」といいます。）とリカバリーホームズ獅子ヶ谷を運営

する株式会社リカバリータイムズ（以下「事業者」といいます。）は、事業者が利用者に対して実施す

る介護保険法に基づく「地域密着型通所介護」「第 1 号通所事業（横浜市通所介護相当サービス・川崎

市介護予防通所サービス）」（以下「サービス」といいます。）について、次の通り契約を締結します。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は介護保険法及び関係法令、事業所運営規程及び本契約書に従い、利用者に対し、可能

な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようサー

ビスを提供します。利用者はサービスを利用し、かかるサービスに対する対価を支払うことを

約します。 

 

（契約の期間） 

第２条 本契約の有効期間は、契約締結日から利用者の要介護又は要支援認定の有効期間満了日までと

します。また、基本チェックリスト対象者（事業対象者）については契約日より２年間としま

す。なお、区分変更申請などによって契約期間中に要介護又は要支援の認定が更新される

場合は、更新後の要介護又は要支援の認定有効期間満了日をこの契約期間の満了日としま

す。 
 

２ 本契約の有効期間満了日までに利用者から契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新され

るものとし、以後も同様とします。ただし、本契約の有効期間満了日前３カ月にサービス利用

がなく、かつサービス利用再開見込みも立たない場合は自動更新せず、契約終了となります。 

 

（通所介護計画） 

第３条 事業者は、利用者の「居宅サービス計画」「介護予防サービス計画」「介護予防ケアマネジ

メント」（以下「居宅サービス計画」といいます。）の内容に従って、利用者の心身状態や

生活状況及び環境、意向を踏まえ、サービスの目標及び内容、提供頻度、期間等を記載した

「地域密着型通所介護計画」「第１号通所サービス計画」（以下「通所介護計画」といいま

す。）を作成します。作成後、利用者又はその家族、代理人（以下「家族等」という）に

内容を説明し、文書により同意を得、交付します。 
 

２ 事業者は、利用者又は家族等がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合で、居宅サ

ービス計画の範囲内で可能な場合は、速やかに通所介護計画の変更を行います。また、利用者

が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の

援助を行います。 

 

（サービス提供の記録） 

第４条 事業者は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「サービス提供記録書」に、提供し

たサービスの内容等を記載します。 
 

２ 事業者は、「サービス提供記録書」その他必要な記録を条例で定める期間保存し、利用者の求

めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその複写物を交付します。 

 

（サービス利用上の禁止事項） 

第５条 サービスの利用中、以下に記載する行為は禁止する。 

① 飲酒、喫煙、販売勧誘活動、宗教活動、政治活動 

② 施設、設備、敷地の用途外利用及び故意又は重大な過失による減失、破損、汚損、変更

③ 暴力、人格を否定する意図的な暴言 

④ 不必要な身体接触や性的言動、その他ハラスメント行為 

⑤ 反倫理的・反社会的とみなされる行為 

⑥ その他、他のサービス利用者や従業者に重大な不利益を与え得る行動 

 

 

 

 

 



９ 
 

（契約の終了） 

第６条 利用者は、事業者に対して通知することにより、本契約を解約することができます。 
 

２ 事業者は、やむを得ない理由がある場合、利用者及び家族等に対し文書で通知することにより、

３０日間以上の予告期間をもって本契約を解約することができます。 
 

３ 次の事由に該当する場合、双方の通知がなくとも本契約は自動的に終了するものとします。 

① 介護保険の適用が認められなくなった場合 

② 本契約書第２条第２項の規定により契約が自動更新されない場合 

③ 利用者が死亡した場合 
 

４ 利用者は、次の事由に該当する場合、事業者に対し文書で通知することにより直ちに本契約を

解除することができます。 

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者や従業者が利用者及び家族等に対し、前条③～⑤に定める行為等、社会通念を逸脱

する行為及び本契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合 

④ 事業者が破産した場合 
 

５ 事業者は、次の事由に該当する場合、利用者及び家族等に対し文書で通知することにより直ち

に本契約を解除することができます。 

① 利用者が利用料金の支払いを正当な理由なく３ヶ月以上滞納し、催告にもかかわらず催

告日より１４日以内に未納額の全額を支払わない場合 

② 利用者又は家族等が事業者や従業者に対し、前条に定める行為等、社会通念を逸脱する行

為及び本契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合 
 

６ 次の事由に該当する場合、事業者の判断により契約を中断もしくは終了することがあります。 

① 利用者が医療機関に入院、もしくは介護保険の併用ができない施設に入所した場合 

② ３ヶ月以上連続してサービスの利用がなく、かつ利用再開の見込みが立たない場合 

③ 地震・火災・風水害等の天災、その他事業者の責に帰すことのできない事由により安全な

サービスの提供継続が困難となった場合 

 

（利用料金及びその支払い） 

第７条 サービスの利用に対する対価は、別途定める「利用料金表」に記載する通りとします。なお、

利用料金は関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、

改定後の金額を適用するものとします。 
 

２ 事業者は、利用料金の合計額の請求書に利用明細を付し、利用者に交付します。 
 

 ３ 利用者は、請求を受けた月の末日までに現金支払、事業者指定口座への振込、利用者指定口座

からの自動引落しの何れかの方法により支払うこととします。 

 

（損害賠償責任） 

第８条 事業者がサービス実施にあたり利用者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合には、その損

害を加入している保険の補償内容において賠償します。ただし事業者自らの責めに帰すべき事

由にない場合は、この限りではありません。 
 

２ 利用者又は家族等が、従業員の生命、身体又は財産等に損害を与えた場合又は事業所の設備

について、汚損、破損又は滅失等の損害を与えた場合には、事業者は利用者又は家族等に対

し、その損害賠償の請求を行うことがあります。 

 

（個人情報の管理及び保持） 

第９条 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又は家族等の個人情報及び秘密を保持管理する義

務を負い、正当な理由なく第三者に漏洩又は開示することはありません。個人情報の使用目的、

期間、条件について別途「個人情報使用同意書」として定め、その内容に従うものとします。 
 

２ 事業者は、従業者が退職後においても、業務上知り得る利用者又は家族等の個人情報及び秘密

を正当な理由がなく第三者に漏洩又は開示することのないよう必要な措置を講じます。 

 

 

 

 



１０ 
 

（苦情対応） 

第１０条 利用者及び家族等は、サービスに苦情がある場合には、事業者及び市町村又は国民健康保険

団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 
 

２ 事業者は、苦情対応の窓口及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談

があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。 
 

３ 事業者は、利用者が苦情申し立てを行ったことを理由として何ら不利益な取り扱いをすること

はありません。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１１条 事業者及び利用者及び家族等は、それぞれ自己が下記の各号のいずれかに該当しないこと、

及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が以下のいずれかに該

当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず即時に本契約の全

部又は一部を解除することができます。 

① 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力及びこれらの関

係者（以下「反社会的勢力」という。）であること、又は反社会的勢力であったこと 

② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であ

ったこと 

③ 親会社、子会社（いずれも会社法の定義による、以下同じ。）又は本契約の履行のために

再委託する第三者が本項①～②のいずれかに該当すること 
 

２ 事業者及び利用者及び家族等は、相手方が本契約の履行に関連して以下のいずれかに該当した

ときは、別段の催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除できます。 

① 相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、又は相手方の名

誉・信用を毀損する行為を行うこと 

② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること 

③ 相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること 

④ 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること 

⑤ 自ら又はその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行

う等、その活動を助長する行為を行うこと 

⑥ 親会社、子会社又は本契約の履行のために再委託する第三者が本項①～⑤のいずれかに

該当する行為を行うこと 

 

（反社会的勢力の排除に伴う損害賠償） 

第１２条 事業者及び利用者及び家族等は、前条により本契約を解除されたことを理由として、相手方

に対し、損害の賠償を請求することができません。 
 

２ 前条第１項又は第２項各号に定める行為により損害を被った当事者は、相手方に対し、その損

害の賠償を請求することができます。 

 

（裁判管轄） 

第１３条 利用者及び事業者は、この契約に関して止むを得ず訴訟となる場合は、利用者の居住

地の管轄裁判所を第一審管轄裁判所とすることにあらかじめ合意します。 
 

（契約外事項） 

第１４条 この契約及び介護保険法とその他の関係法令で定められていない事項については、関係法令

の趣旨を尊重して、利用者と事業者との協議により定めます。 
 

２ この契約書は、介護保険法に基づくサービスを対象としたものですので、利用者がそれ以外の

サービスを希望する場合には、別途契約が必要になります。 

  



１１ 
 

現金・貴重品の管理について 

 

１ サービス利用時においては、現金及び貴重品類を持ち込まないことを原則とします。 

２ やむを得ず現金及び貴重品類を持ち込む場合、お客様の自己責任において管理するものとし、紛

失、破損等において当センターは一切の責任を負わないものとします。 

 

 
 

個人情報使用同意書 
 

 本契約に付随し、事業者が本契約を適正に履行しサービスを提供するために、利用者及びその家

族、代理人の個人情報について、次に記載するところにより使用・提供することと定めます。 

 

１ 使用目的 

（１）サービスの提供 

（２）介護保険請求事務、利用料金請求事務（口座振替業務委託先への情報提供を含む） 

（３）サービス担当者会議及び関連する介護支援専門員、介護事業者、団体との連絡調整 

（４）体調不良、救急、通院等対応時の救急隊、医療機関及び関係機関への情報提供 

（５）介護保険法の規定による市区町村等への報告、文書提出若しくは提示 

（６）損害賠償保険等に係る保険会社等への相談又は届出 

（７）実習及びボランティアの受け入れ 

（８）論文執筆、学会発表等（個人を特定できない形での統計データ利用に限る） 

 

２ 使用期間 

「利用契約書」第２条に定める契約の有効期間中 

及び法令に定められる書類保存期間（利用終了後５年間）が満了する年度の末日まで 

 

３ 使用する条件 

（１）個人情報の提供は必要最小限とし、関係者以外に漏れることのないよう細心の注意を払う 

（２）サービス担当者会議等において個人情報を使用した場合、相手、内容等の経過を記録する 

 

４ 写真の使用について 

   当社で作成する広報資料、ホームページ等へお客様個人を特定できる写真を掲載する場合、掲

載可否のご意向に基づき使用することとします 
 

写真の掲載可否 
（○をつけてください） 

使用可 掲載の都度確認 使用不可 

 

 
 

 

□私は利用契約書について説明を受け、同意致しましたので契約を致します。 

□私は現金・貴重品の管理について説明を受け、同意致しました。 

□私は個人情報使用同意書について説明を受け、同意致しました。 

 

   年   月   日 

 

利用者  住所                                  
 

氏名                   
 

ご家族  住所                                  
   （代理人） 

氏名                   

 

 
（ 事業者 ）神奈川県横浜市鶴見区駒岡 5-17-32 1 階 

株式会社リカバリータイムズ         

（代表者名）代表取締役  石田 輝樹 

 


